
資
料
編

－ 197 －

事 業 者 知 事 関 係 市 町 長 住 民

送 付配 慮 書 作 成 送 付

配 慮 書 縦 覧 （１か月）

意 見 書提 出
（縦覧期間＋２週間）

意 見 書

審 査 環境審議会

意見の写し送付知 事 意 見
（９０日以内）

送 付方 法 書 作 成 送 付

方 法 書 縦 覧 （１か月）

意 見 書提 出
送 付 （縦覧期間＋２週間）

提 出
住民意見概要書

意 見 書

審 査 環境審議会

意見の写し送付項目手法の選定 知 事 意 見
（９０日以内）

調査予測評価の実施

送 付準 備 書 の 作 成 送 付

準備書・要約書の縦覧 （１か月）

説 明 会 開 催

意 見 書提 出
送 付 （縦覧期間＋２週間）住民意見概要書・見解書作成 送 付

提 出 意 見 書

環境審議会
審 査

※ 公 聴 会

意見の写し送付知 事 意 見
（１２０日以内） 送 付評 価 書 の 作 成 送 付 配 慮 要 請 許認可権者

評 価 書 縦 覧 （１か月）

免許等へ反映
届 出工 事 着 手 届 届 出

送 付事後調査計画書（工事中） 送 付

指 導 ・ 助 言
事 後 調 査 実 施

送 付
送 付事 後 調 査 結 査

措 置 要 請 ※環境審議会

送 付工 事 完 了 届 送 付

送 付事後調査計画書（供用後） 送 付

指 導 ・ 助 言
供 用

供用後調査実施
送 付

送 付供用後調査結査
措 置 要 請 ※環境審議会

（注）※は必要に応じて実施

６ 環境影響評価関係資料

（１）環境影響評価の手続きのフロー （ふるさと石川の環境を守り育てる条例）
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（２）環境影響評価の対象事業及び規模要件
事業の種類 第一区分事業の要件 第二区分事業の要件

１ 道路
高速自動車国道 すべて ―
一般国道 ４車線以上・１０km以上 ４車線以上・７．５km以上１０km未満
大規模林道 巾員６．５m以上・２０km以上 巾員６．５m以上・１５km以上２０km未満

２ 河川
ダム 貯水面積 １００ha以上 貯水面積 ７５ha以上１００ha未満
堰 湛水面積 １００ha以上 湛水面積 ７５ha以上１００ha未満
湖沼水位調節施設 湖沼開発面積 １００ha以上 湖沼開発面積 ７５ha以上１００ha未満
放水路 改変面積 １００ha以上 改変面積 ７５ha以上１００ha未満

３ 鉄道
新幹線鉄道 すべて ―
普通鉄道 １０km以上 ７．５km以上１０km未満
軌道（普通鉄道相当） １０km以上 ７．５km以上１０km未満

４ 飛行場 滑走路長 ２，５００m以上 滑走路長１，８７５m以上２，５００m未満
５ 発電所
水力発電所 出力 ３万kw以上 出力 ２．２５万kw以上３万kw未満
火力発電所 出力 １５万kw以上 出力 １１．２５万kw以上１５万kw未満
地熱発電所 出力 １万kw以上 出力 ７，５００kw以上１万kw未満
原子力発電所 すべて ―
風力発電所 出力 １万kw以上 出力 ７，５００kw以上１万kw未満

６ 廃棄物処理施設等
廃棄物最終処分場 埋立面積 ５ha以上 ―
ごみ焼却施設 処理能力 １００トン／日以上 ―
し尿処理施設 処理能力 １００kL／日以上 ―

７ 公有水面埋立て・干拓 面積 ５０ha超 面積４０ha以上５０ha以下であるもの及
び公有水面埋立法施行令第３２条ノ２に定め
る環境保全上特別の配慮を要する埋立て

８ 土地区画整理事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
９ 新住宅市街地開発事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
１０ 工場・事業場建設用地造

成事業
面積 ５０ha以上
但し、工業地域・工専地域は１００ha以上

―

１１ 新都市基盤整備事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
１２ 流通業務団地造成事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満
１３ 宅地造成の事業 面積 １００ha以上 面積 ７５ha以上１００ha未満

住宅団地造成の事業 面積 １００ha以上 ―
１４ 工場又は事業場 燃料使用量（重油換算）１５kL／時以上

排水量１万m３／日以上
―

１５ 畜産施設
牛 牛 １，０００頭（成牛換算）以上 ―
豚 豚 １０，０００頭（肥育豚換算）以上 ―

１６ レクリエーション施設 国立公園、国定公園、県立自然公園、
原生自然環境保全地域、自然環境保
全地域、県自然環境保全地域、鳥獣
保護区の特別保護地区に係る区域の
面積が１５ha以上のもの

ゴルフ場 １８ホール以上でホールの平均距離が
１００m以上の施設等

スキー場 面積 ３ha以上
別荘団地等 面積 ５０ha以上

（注）この表は、条例の対象事業を要約したものです（令和４年１０月１日現在）。


